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宇部市自動販売機設置事業者募集要項 

 

宇部市総務財務部総務管理課が行う自動販売機設置事業者（以下「設置事業者」という。）の募集に

参加される方は、この募集要項をよく読み、次の事項を御承知の上、お申込みください。 

 

１ 公募物件 

物件

番号 
所在地 設置場所 設置台数 

自動販売機の機種 

又は販売品目 

最大設置

面  積 
担当課 

１ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

１階西側通路 
１台 びん・缶（清涼飲料水等） 0.96 ㎡ 総務管理課 

２ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

１階西側通路 
１台 びん・缶（清涼飲料水等） 0.96 ㎡ 総務管理課 

３ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

１階西側通路 
１台 びん・缶（清涼飲料水等） 0.96 ㎡ 総務管理課 

４ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

１階入口付近 
１台 びん・缶（清涼飲料水等） 0.96 ㎡ 総務管理課 

５ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

１階入口付近 
１台 びん・缶（清涼飲料水等） 0.96 ㎡ 総務管理課 

６ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

１階入口付近 
１台 びん・缶（清涼飲料水等） 0.96 ㎡ 総務管理課 

７ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

２階西側通路 
１台 

びん・缶・ペットボトル 

（清涼飲料水等） 
0.96 ㎡ 総務管理課 

８ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

２階西側通路 
１台 

びん・缶・ペットボトル 

（清涼飲料水等） 
0.96 ㎡ 総務管理課 

９ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

２階入口付近 
１台 びん・缶（清涼飲料水等） 0.96 ㎡ 総務管理課 

１０ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

２階入口付近 
１台 びん・缶（清涼飲料水等） 0.96 ㎡ 総務管理課 

１１ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

３階西側通路 
１台 びん・缶（清涼飲料水等） 0.96 ㎡ 総務管理課 

１２ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

３階西側通路 
１台 びん・缶（清涼飲料水等） 0.96 ㎡ 総務管理課 

１３ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

３階東側通路 
１台 びん・缶（清涼飲料水等） 0.96 ㎡ 総務管理課 

１４ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

３階東側通路 
１台 びん・缶（清涼飲料水等） 0.96 ㎡ 総務管理課 

１５ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

４階東側通路 
１台 紙パック（清涼飲料水等） 0.96 ㎡ 総務管理課 

１６ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

４階西側通路 
１台 

びん・缶・ペットボトル 

（清涼飲料水等） 
0.96 ㎡ 総務管理課 
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１７ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

４階西側通路 
１台 

びん・缶・ペットボトル 

（清涼飲料水等） 
0.96 ㎡ 総務管理課 

１８ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

４階ﾘﾌﾚｯｼｭﾙｰﾑ 
１台 食料品（コンビニ） 1.70 ㎡ 総務管理課 

１９ 
宇部市港町一丁目 

  １１番３０号 

市役所港町庁舎 

玄関横 
１台 びん・缶（清涼飲料水等） 0.96 ㎡ 総務管理課 

※ 各物件の詳細については、物件ごとの仕様書及び設置場所並びに担当課の確認を行ってください。 

※ 設置面積には、放熱余地を含みます。 

※ 複数物件に公募の参加申込みが可能です。ただし、同一設置場所かつ同一販売品目物件への参加

申込みは１件のみとします。 

 

２ 応募資格要件 

  次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り応募することができます。 

 （１）自動販売機の設置・運営業務について、宇部市内で 3 年以上の実績を有する者であること。 

（２）法人にあっては、山口県内に本店、支店又は営業所を有する者であること。 

    個人にあっては、宇部市内に住所を有していること。     

（３）次のアからケまでのいずれにも該当しない者であること。 

ア 成年被後見人 

イ 民法の一部を改正する法律（平成 11 年法律第 149 号）附則第 3 条第 3 項の規定によりなお

従前の例によることとされる同法による改正前の民法（明治 29 年法律第 89 号）第 11 条に規

定する準禁治産者 

ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 

エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であっ

て、契約締結のために必要な同意を得ていない者 

オ 破産者で復権を得ない者 

カ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者        

キ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は

民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（更

正手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。） 

ク 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）第 5 条第 1

項に規定する観察処分を受けた団体に該当する者 

ケ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号から

第 4 号まで又は第 6 号の規定に該当する者及び警察等捜査機関から排除要請がある者 

 （４）次のアからオまでのいずれにも該当しない者（アからオまでのいずれかに該当する者について

は、その事実があった後 3 年を経過した者を除く。）であること。 

ア 宇部市との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若し

くは数量に関して不正の行為をした者 

イ 宇部市が実施した競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価

格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

ウ 落札者が宇部市と契約を締結すること又は宇部市との契約者が契約を履行することを妨げた

者 

エ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の 2 第 1 項の規定により宇部市が実施する監

督又は検査に当たり職員の職務の執行を妨げた者 



 3 

オ 正当な理由がなくて宇部市との契約を履行しなかった者 

（５）法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、許認可等の免許を有していること

（該当についてのみ。）。 

（６）市税、消費税及び地方消費税を完納していること。 

（７）宇部市物品の調達等及び業務委託に係る指名停止措置要領に基づく指名停止期間中でないこと。 

（８）自動販売機の故障時や商品の完売時に、当該故障にかかる修繕や商品の補充の要請・依頼を受 

  けたときは、３時間以内に現地到着が可能である者。 

 

３ 貸付条件等 

（１）契約について 

本件の契約については、地方自治法第 238 条の 4 第 2 項第 4 号に規定する行政財産の貸付けと

なり、契約は民法第 601 条に基づく賃貸借契約となります。 

 （２）貸付期間 

貸付期間は、令和４年５月１日から令和５年３月３１日までとします。 

ただし、公用又は公共用としての使用の必要性や設置事業者の使用状況等を勘案して支障がな

いと宇部市が判断したときは、公募条件を変更しないことを前提として 4 年を限度に契約の更新

ができます（最長５年間） 

 （３）貸付料 

 貸付料は、自動販売機の総売上の 10 パーセント以上の御提案をいただき、その金額に消費税

及び地方消費税相当額を加えたものを貸付料とします。貸付料の納付については、毎月の売上実

績を翌月の１０日までに御提出いただき、その実績を基に納入通知書を作成し送付しますので、

売上月の翌月末日までに納めていただきます。 

（４）その他必要経費等 

自動販売機の設置及び撤去に要する工事費（電力使用量計測子メーター設置費を含む。）、移転

費等の一切の費用は設置事業者の負担とします。 

また、自動販売機の運転に必要な光熱水費についても、全額を設置事業者の負担とし、使用月

の翌月に納入通知書を作成し送付しますので、使用月の翌月末日までに納めていただきます。 

（５）貸付条件 

次のことを遵守してください。 

ア 貸付物件を指定用途以外の用途で使用しないこと。 

イ 貸付物件を第三者に転貸し、又はそれに類似する行為をしないこと。 

ウ 本件賃借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を設定しないこと。 

エ 自動販売機は、物件番号ごとの設置位置図に示した場所に、指定サイズ内で設置すること。 

オ 販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、宇部市の指示に従うこと。 

カ 販売品目は飲料品（乳飲料を含む。）とし、標準小売価格より高い価格で販売しないこと。 

  なお、プラスチックごみの削減に取り組むため、一部を除いて、ペットボトル飲料の販売

は行わないこと。 

  また、ペットボトル飲料を販売する場合は、マテリアルリサイクル可能なペットボトル商

品の販売に努め、対象商品については、ロゴ・POP 等の表示を行うこと。 

キ 酒類の販売は行わないこと。 

 （６）維持管理責任 

次のことを遵守してください。 

ア 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が行うこと。 
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  また、常に商品の賞味期限に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。 

イ 自動販売機に併設して、空き容器回収ボックス及び再資源化に関する啓発を宇部市と協議の

上、必要数設置するとともに、他社製品持込み等問わず、設置事業者が回収・処分すること。 

ウ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等を遵守するとともに徹底を図ること。 

エ 自動販売機を設置するに当たっては、据付面を十分に確認した上転倒防止策を行い安全設置

すること。 

オ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情については、設置事業者の責任において対応するこ

と。また、自動販売機に故障時等の連絡先を明記すること。 

（７）貸付契約の解除 

次に掲げる事由が生じたときは、宇部市はその契約を解除し、使用を制限し、又は撤去させる

ことがあります。なお、契約の解除によって生じた損害について、宇部市は賠償の責めを負いま

せん。 

  ア （５）の貸付条件に違反したとき。 

  イ 宇部市において公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。 

  ウ 貸付物件の管理が良好でないとき。 

   エ 設置事業者が応募者としての資格を失ったとき。 

  オ 売上実績の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

  カ その他設置事業者が本件契約の相手方として不適当と認められたとき。 

（８）原状回復 

設置事業者は、貸付期間が満了、又は貸付契約が解除された場合は、速やかに原状回復してく

ださい。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を宇部市に請求することができません。 

 

４ 応募申込み等 

 （１）申込み方法 

     受付期間内に、申込みに必要な書類を受付場所に直接持参してください。 

    （郵送、電話、ファックス、及びインターネットによる受付は行いません。） 

（２）提出書類 

   ア 公募参加申込書（様式第１号） 

   イ 誓約書（様式第２号） 

ウ 自動販売機設置実績報告書（様式第３号） 

エ 販売予定品目一覧表（様式第４号） 

オ 設置を予定している自動販売機のカタログ（外観、寸法及び消費電力等の仕様が確認できる

もの） 

カ 商業登記簿謄本（個人の場合は、住民票） 

キ 印鑑登録証明書 

ク 応募資格要件２－（５）に係る許認可等の免許証の写し（該当の場合のみ） 

ケ 応募資格要件２－（６）に係る未納がないことを証する納税証明書（申込日現在）〈写し可〉 

  （市税に係る納税証明書 消費税及び地方消費税に係る納税証明書（その３の３）） 

  （３）提出先・期間 

   ア 提出先   宇部市常盤町一丁目７番１号 

          宇部市 総務財務部 総務管理課 総務統計係 

  イ 提出期間  令和４年２月１０日（木）～ 令和４年３月７日（月） 

（４）応募資格の確認 
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応募申込書を提出した者について、提出された書類を審査の結果、参加要件を満たさないと判

断した者のみ受付を取り消し、その旨を通知します。 

 

５ 選考方法等 

（１）貸付料率提案書の提出日時 

  ア 貸付料率提案書の提出日 令和４年３月１８日（金） 

  イ 提出時間        午後２時００分 

（２）貸付料率提案書の提出場所 

   宇部市常盤町一丁目７番１号 

   宇部市役所２階 第１会議室 

（３）設置事業者の決定 

   物件ごとに、宇部市が予定する料率以上で最高の貸付料率の提案をした者を設置事業者に決定

します。なお、最高となるべき料率の見積りをした者が２人以上あるときは、直ちにくじによ

り設置事業者を決定します。 

  

６ 問い合わせ先 

宇部市常盤町一丁目７番１号 

宇部市 総務財務部 総務管理課 総務統計係 

      電話（0836）３４－８１０５ 
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宇部市自動販売機設置事業者募集仕様書 

 

１ 公募物件 

物件

番号 
所在地 設置場所 

最大設置面積   

（幅×奥行） 

設置 

台数 

自動販売機の機種 

又は販売品目 
担当課 

１ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

１階西側通路 

120cm×80cm 

0.96㎡ 
1台 びん・缶（清涼飲料水等） 総務管理課 

２ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

１階西側通路 

120cm×80cm 

0.96㎡ 
1台 びん・缶（清涼飲料水等） 総務管理課 

３ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

１階西側通路 

120cm×80cm 

0.96㎡ 
1台 びん・缶（清涼飲料水等） 総務管理課 

４ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

１階入口付近 

120cm×80cm 

0.96㎡ 
1台 びん・缶（清涼飲料水等） 総務管理課 

５ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

１階入口付近 

120cm×80cm 

0.96㎡ 
1台 びん・缶（清涼飲料水等） 総務管理課 

６ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

１階入口付近 

120cm×80cm 

0.96㎡ 
1台 びん・缶（清涼飲料水等） 総務管理課 

７ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

２階西側通路 

120cm×80cm 

0.96㎡ 
1台 

びん・缶・ペットボトル 

（清涼飲料水等） 
総務管理課 

８ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

２階西側通路 

120cm×80cm 

0.96㎡ 
1台 

びん・缶・ペットボトル 

（清涼飲料水等） 
総務管理課 

９ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

２階入口付近 

120cm×80cm 

0.96㎡ 
1台 びん・缶（清涼飲料水等） 総務管理課 

１０ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

２階入口付近 

120cm×80cm 

0.96㎡ 
1台 びん・缶（清涼飲料水等） 総務管理課 

１１ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

３階西側通路 

120cm×80cm 

0.96㎡ 
1台 びん・缶（清涼飲料水等） 総務管理課 

１２ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

３階西側通路 

120cm×80cm 

0.96㎡ 
1台 びん・缶（清涼飲料水等） 総務管理課 

１３ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

３階東側通路 

120cm×80cm 

0.96㎡ 
1台 びん・缶（清涼飲料水等） 総務管理課 

１４ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

３階東側通路 

120cm×80cm 

0.96㎡ 
1台 びん・缶（清涼飲料水等） 総務管理課 

１５ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

４階東側通路 

120cm×80cm 

0.96㎡ 
1台 紙パック（清涼飲料水等） 総務管理課 

１６ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

４階西側通路 

120cm×80cm 

0.96㎡ 
1台 

びん・缶・ペットボトル 

（清涼飲料水等） 
総務管理課 

１７ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

４階西側通路 

120cm×80cm 

0.96㎡ 
1台 

びん・缶・ペットボトル 

（清涼飲料水等） 
総務管理課 

１８ 
宇部市常盤町一丁目 

    ７番１号 

市役所本庁舎 

４階ﾘﾌﾚｯｼｭﾙｰﾑ 

206cm×84cm 

   1.7㎡ 
1台 食料品（コンビニ） 総務管理課 

１９ 
宇部市港町一丁目 

  １１番３０号 

市役所港町庁舎 

玄関横 

120cm×80cm 

0.96㎡ 
1台 びん・缶（清涼飲料水等） 総務管理課 

 ※設置場所については、別紙「設置位置図」を参照してください。 
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２ 貸付期間 

 令和４年５月１日から令和５年３月３１日まで（４年を限度に契約の更新あり）（最長５年間） 

 

３ 販売品目の条件 

 次に示す販売品目の条件を満たすこと。 

物 件

番号 
販売品目の条件 

１ 
販売する商品は、密閉式の容器（びん、缶）とし、お茶、水、コーヒー、紅

茶、ジュース類を含むこと。ペットボトルは不可とする。 

２ 
販売する商品は、密閉式の容器（びん、缶）とし、お茶、水、コーヒー、紅

茶、ジュース類を含むこと。ペットボトルは不可とする。 

３ 
販売する商品は、密閉式の容器（びん、缶）とし、お茶、水、コーヒー、紅

茶、ジュース類を含むこと。ペットボトルは不可とする。 

４ 
販売する商品は、密閉式の容器（びん、缶）とし、お茶、水、コーヒー、紅

茶、ジュース類を含むこと。ペットボトルは不可とする。 

５ 
販売する商品は、密閉式の容器（びん、缶）とし、お茶、水、コーヒー、紅

茶、ジュース類を含むこと。ペットボトルは不可とする。 

６  
販売する商品は、密閉式の容器（びん、缶）とし、お茶、水、コーヒー、紅

茶、ジュース類を含むこと。ペットボトルは不可とする。 

７ 

販売する商品は、密閉式の容器（びん、缶、ペットボトル）とし、お茶、水、

コーヒー、紅茶、ジュース類を含むこと。ペットボトルはお茶、水、スポー

ツドリンクのみとする。 

８ 

販売する商品は、密閉式の容器（びん、缶、ペットボトル）とし、お茶、水、

コーヒー、紅茶、ジュース類を含むこと。ペットボトルはお茶、水、スポー

ツドリンクのみとする。 

９ 
販売する商品は、密閉式の容器（びん、缶）とし、お茶、水、コーヒー、紅

茶、ジュース類を含むこと。ペットボトルは不可とする。 

１０ 
販売する商品は、密閉式の容器（びん、缶）とし、お茶、水、コーヒー、紅

茶、ジュース類を含むこと。ペットボトルは不可とする。 

１１ 
販売する商品は、密閉式の容器（びん、缶）とし、お茶、水、コーヒー、紅

茶、ジュース類を含むこと。ペットボトルは不可とする。 

１２ 
販売する商品は、密閉式の容器（びん、缶）とし、お茶、水、コーヒー、紅

茶、ジュース類を含むこと。ペットボトルは不可とする。 

１３ 
販売する商品は、密閉式の容器（びん、缶）とし、お茶、水、コーヒー、紅

茶、ジュース類を含むこと。ペットボトルは不可とする。 

１４ 
販売する商品は、密閉式の容器（びん、缶）とし、お茶、水、コーヒー、紅

茶、ジュース類を含むこと。ペットボトルは不可とする。 

１５ 
販売する商品は、密閉式の容器（紙パック）とし、お茶、子ども向け飲料、

ジュース類を含むこと。 
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物 件

番号 
販売品目の条件 

１６ 

販売する商品は、密閉式の容器（びん、缶、ペットボトル）とし、お茶、水、

コーヒー、紅茶、ジュース類を含むこと。ペットボトルはお茶、水、スポー

ツドリンクのみとする。 

１７ 

販売する商品は、密閉式の容器（びん、缶、ペットボトル）とし、お茶、水、

コーヒー、紅茶、ジュース類を含むこと。ペットボトルはお茶、水、スポー

ツドリンクのみとする。 

１８ 
販売する商品は、おにぎり、サンドイッチ、パン、お菓子、栄養バランス食

品、カップラーメンを含むこと。 

１９ 
販売する商品は、密閉式の容器（びん、缶）とし、お茶、水、コーヒー、紅

茶、ジュース類を含むこと。ペットボトルは不可とする。 

 

４ 自動販売機の規格等 

（１）外観色は公序良俗に反しないものであること。 

（２）可能な限りユニバーサルデザイン及び省エネタイプであること。 

（３）転倒防止対策を施すこと。 

 

５ 貸付料率 

貸付料率は、各自動販売機の売上額（消費税等含む）の１０．０パーセント以上とする。 

 

６ 参考 

（１）市役所新本庁舎 

  ア 職員数 約１０００人 

  イ 本庁舎内自動販売機設置台数 

   １階６台、２階４台、３階４台、４階４台 計１８台 

  ウ 販売手数料実績 新規につき実績なし 

  

 ※ 市役所旧本庁舎（物件番号１～６） 

  ア 職員数 

    約６９０人 

  イ 本庁舎内自動販売機設置数 

   １階４台、２階２台 （計６台） 

ウ 販売手数料実績（R2.4～R3.3） 

     ４６５，９２３円（売上げの４４．６パーセント（物件番号１：本庁舎１階西側通路）） 

     １６５，４１０円（売上げの５０．８パーセント（物件番号２：本庁舎１階西側通路）） 

     ６６８，４００円（売上げの３８．１パーセント（物件番号３：本庁舎１階西側通路）） 

     ２６９，３８９円（売上げの１２．０パーセント（物件番号４：本庁舎１階西側通路）） 

   １，０２４，５４７円（売上げの４５．５パーセント（物件番号５：本庁舎２階西側通路）） 

     ３１８，１１７円（売上げの５０．２パーセント（物件番号６：本庁舎２階西側通路）） 

 

（２）市役所港町庁舎（物件番号１９） 

 ア 職員数 
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   約６０人 

 イ 自動販売機設置台数 

   屋外１台（計１台） 

 ウ 販売手数料実績（R2.4～R3.3） 

      ６０，０９６円（売上げの２５．５パーセント（物件番号７）） 



①

②

③

④

⑤

⑥

自動販売機設置位置図

（物件番号１～６：市役所本庁舎１階）

物件番号1
自販機設置場所

物件番号２
自販機設置場所

物件番号３
自販機設置場所

物件番号４
自販機設置場所

物件番号６
自販機設置場所

物件番号５
自販機設置場所



⑦

⑧

⑨

⑩

物件番号７
自販機設置場所

物件番号８
自販機設置場所

自動販売機設置位置図

（物件番号７～１１：市役所本庁舎２階）
物件番号１０
自販機設置場所

物件番号９
自販機設置場所



⑬ ⑭

⑪

⑫

自動販売機設置位置図

（物件番号１２～１５：市役所本庁舎３階）

物件番号１１
自販機設置場所

物件番号１２
自販機設置場所

物件番号１３
自販機設置場所

物件番号１４
自販機設置場所



⑯

⑰

⑱

自動販売機設置位置図

（物件番号１６～１８：市役所本庁舎４階）

物件番号１６
自販機設置場所

物件番号１７
自販機設置場所

物件番号１８
自販機設置場所

⑮

物件番号１５
自販機設置場所



ホール

身障者ＷＣ

男子
ＷＣ

玄関

自動販売機設置位置図
（物件番号19：港町庁舎１階）

女子
ＷＣ

物件番号19
自販機設置場所



【様式第 1 号】 

 

Ｆ Ａ Ｘ  

１ 応募物件（応募する物件番号に☑を付けてください。複数物件可） 

 物件番号 所在地 設置場所 備考 

☐ 1 宇部市常盤町一丁目 7 番 1 号 市役所本庁舎１階西側通路 

☑は 1 つのみ ☐ 2 宇部市常盤町一丁目 7 番 1 号 市役所本庁舎１階西側通路 

☐ 3 宇部市常盤町一丁目 7 番 1 号 市役所本庁舎１階西側通路 

☐ 4 宇部市常盤町一丁目 7 番 1 号 市役所本庁舎１階入口付近 

☑は 1 つのみ ☐ 5 宇部市常盤町一丁目 7 番 1 号 市役所本庁舎１階入口付近 

☐ 6 宇部市常盤町一丁目 7 番 1 号 市役所本庁舎１階入口付近 

☐ 7 宇部市常盤町一丁目 7 番 1 号 市役所本庁舎２階西側通路 
☑は 1 つのみ 

☐ 8 宇部市常盤町一丁目 7 番 1 号 市役所本庁舎２階西側通路 

☐ 9 宇部市常盤町一丁目 7 番 1 号 市役所本庁舎２階入口付近 
☑は 1 つのみ 

☐ 10 宇部市常盤町一丁目 7 番 1 号 市役所本庁舎２階入口付近 

☐ 11 宇部市常盤町一丁目 7 番 1 号 市役所本庁舎３階西側通路 
☑は 1 つのみ 

☐ 12 宇部市常盤町一丁目 7 番 1 号 市役所本庁舎３階西側通路 

  

公 募 参 加 申 込 書 

<清涼飲料水等自動販売機> 

令和  年  月  日 

宇 部 市 長 様 

                          （〒    －     ） 

住所又は所在地 

 

商号又は名称 

 

代表者職氏名                  ㊞ 

 

（担当者） 

所属部署  

 

氏  名 

 

電  話  

 

宇部市自動販売機設置事業者の公募について、募集要項及び仕様書の各条項を承諾の上、関係書類を

添えて申し込みます。 



【様式第 1 号】 

 物件番号 所在地 設置場所 備考 

☐ 13 宇部市常盤町一丁目 7 番 1 号 市役所本庁舎３階東側通路 
☑は 1 つのみ 

☐ 14 宇部市常盤町一丁目 7 番 1 号 市役所本庁舎３階東側通路 

☐ 15 宇部市常盤町一丁目 7 番 1 号 市役所本庁舎４階東側通路  

☐ 16 宇部市常盤町一丁目 7 番 1 号 市役所本庁舎４階西側通路 
☑は 1 つのみ 

☐ 17 宇部市常盤町一丁目 7 番 1 号 市役所本庁舎４階西側通路 

☐ 18 宇部市常盤町一丁目 7 番 1 号 市役所本庁舎４階ﾘﾌﾚｯｼｭﾙｰﾑ  

☐ 19 宇部市港町一丁目 11 番 30 号 市役所港町庁舎玄関横  

 

２ 添付書類（該当するものに☑を付けてください。） 

 番号 添付書類 

☐ ② 誓約書（様式第２号） 

☐ ③ 自動販売機設置実績報告書（様式第３号） 

☐ ④ 販売予定品目一覧表（様式第４号） 

☐ ⑤ 設置を予定している自動販売機のカタログ 

☐ ⑥ 商業登記簿謄本（個人の場合は、住民票） 

☐ ⑦ 印鑑登録証明書 

☐ ⑧ 許認可等の免許証の写し（該当の場合のみ） 

☐ ⑨ 未納がないことを証する納税証明書＜写し可＞ 

 

※応募者が使用する印鑑は、印鑑登録証明書に登録された印鑑としてください。 



 

 

【様式第２号】 

 

 

 

誓 約 書 

 
 

私は、宇部市が実施する自動販売機設置事業者の募集の申込みに当たり次の事項を誓約するととも

に、万一これらに違反する行為があったときは、どのような処分を受けても異議を申しません。 

 

１ 公募参加申込書の提出に際し、宇部市自動販売機設置事業者募集要項及び仕様書の内容について

十分理解し、熟知の上で申し込み、参加します。 

 

２ 宇部市自動販売機設置事業者募集要項の「２ 応募資格要件」を満たしています。 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

宇 部 市 長 様 

 

 

 

住所又は所在地 

 

商号又は名称 

 

代表者職氏名                  ㊞ 

 

 

 



 

 

【様式第３号】 

 

 

 

 

自動販売機設置実績報告書 

 
令和  年  月  日 

宇 部 市 長 様 

 

住所又は所在地  

 

商号又は名称 

 

代表者職氏名                  ㊞ 

 

 

  応募の日から過去３年間における自動販売機の設置実績を下記のとおり報告します。 

  この報告が虚偽の場合、公募参加資格を喪失することに異議ありません。 

 

記 

 

設置 

された年 

公共団体名 

会社名 
設置台数（台） 

Ｈ３１年度 

（Ｒ元年度） 

 

 

 

 

   

Ｒ２年度 

 

 

 

 

 

   

Ｒ３年度 

 

 

 

 

 

   

 

※ 宇部市内での主な設置実績について記入してください。 

※ 市・県その他公共団体の庁舎又は公の施設等に設置実績がある場合は、優先して記入して 

ください。 

 



 

 

【様式第４号】 

 

【応募者名(商号又は名称)】                   

物件番号  設置場所  

 

 

 

販 売 予 定 品 目 一 覧 表 

  

メーカー名 商品名 
規  格 

（内容量） 

容器の 

種 類 

 

メーカー 

希望小売 

価格（円） 

 

 

販売価格 

 （円） 

備  考 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

※ 本表は、設置場所ごとに設置を予定している自動販売機ごとに作成してください。 

※ 応募者が予定している主力商品のメーカー名、商品名、規格（内容量）、容器の種類、メーカー 

希望小売価格（税込額）、販売価格（税込額）を記載してください。 

※ 容器の種類欄には「缶・ビン・ペットボトル・紙パック」のいずれかを記載してください。 

※ 設置を予定している自動販売機のカタログを必ず添付してください。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

※ 貸付料率は、算用数字を用い、小数第１位まで記載してください。 

※ 貸付料率は、各自動販売機の売上額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）に対して、市へ納付する貸

付料率を記載してください。 

よって貸付料の額は 上記売上額 × 貸付料率 × 消費税及び地方消費税相当率 となります。 

※ 電気代相当額等については別途徴収のため、貸付料には含めないでください。 

※ 権限を有している者について記入押印するものとし、使用する印鑑は、印鑑証明書に登録された印鑑と

してください。 

 

 

貸付料率提案書 

 

宇部市自動販売機設置事業者公募において、募集要項及び関係書類（仕様書及び図面等） 

及び現場等熟知承諾の上、次のとおり提出します。 

 

貸付料率   
 

． 
 ％ 

物件番号  設置場所  

 

令和  年  月  日 

 

宇 部 市 長 様 

 

 

 

住所又は所在地 

 

商号又は名称 

 

代表者職氏名                  ㊞ 

 

 

                 

 

   



 

 

 

 

 

 

※ 貸付料率は、算用数字を用い、小数第１位まで記載してください。 

※ 貸付料率は、各自動販売機の売上額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）に対して、市へ納付する貸

付料率を記載してください。 

よって貸付料の額は 上記売上額 × 貸付料率 × 消費税及び地方消費税相当率 となります。 

※ 電気代相当額等については別途徴収のため、貸付料には含めないでください。 

※ 権限を有している者について記入押印するものとし、使用する印鑑は、印鑑証明書に登録された印鑑と

してください。 

 

貸付料率提案書 

 

宇部市自動販売機設置事業者公募において、募集要項及び関係書類（仕様書及び図面等） 

及び現場等熟知承諾の上、次のとおり提出します。 

 

売上納付金料率 １ ５ 
 

． 
５ ％ 

物件番号 １ 設置場所 市役所本庁舎１階 西側通路 

 

令和  年  月  日 

 

宇 部 市 長 様 

 

 

                        

住所又は所在地  ○○市○○○・・・・ 

 

商号又は名称   ××××××株式会社    

 

代表者職氏名   代表取締役 □ □  □ □   ㊞ 

 

 

                 

 

   

記入例 



委 任 状 
 

 

令和  年  月  日 

 

 宇 部 市 長 様 

 

 

委 任 者 

 

               住所又は所在地 

                商号又は名称 

                代表者職氏名                       ㊞ 

 

 

 私は、次の者を代理人と定め、宇部市自動販売機設置事業者公募に関し、これにかかる一切

の権限を委任します。 

 

 

受 任 者（代理人） 

                                （受任者使用印鑑） 

                住   所                                               

 

                受任者氏名                    

 

               

記 

物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  



物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  

物件番号  設置場所  

 

 

（注）委任者の印は印鑑登録済みの印を使用してください。 


